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子育て支援事業の定義規定のイメージ

市町村内における原則としてすべての乳児のいる家庭を訪問することにより、厚生労働省令で定めるところにより、①子
育てに関する情報の提供、②乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、③養育についての
相談に応じ、助言その他の援助を行う事業

１ 乳児家庭全戸訪問事業

厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した①保護者の養育を支援する
ことが特に必要と認められる児童及びその保護者、②保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びそ
の保護者、③出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、その養育が
適切に行われるよう、これらの者の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業

２ 養育支援訪問事業

厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての
相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業

３ 地域子育て支援拠点事業

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主と
して昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業

４ 一時預かり事業

保育に欠ける乳児又は幼児について、家庭的保育者（市町村長が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で
定める者であって、これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるものをいう。）の居宅その他の場
所において、家庭的保育者による保育を行う事業

５ 家庭的保育事業
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